
 

 

令和８年６月 30 日  

九 州 地 方 整 備 局  

 

新たな「九州圏広域地方計画」及び 

「九州ブロックにおける社会資本整備重点計画」が決定 

  ～九州ブロックの長期ビジョン及び社会資本整備の具体的な計画を策定～   

※１：国土形成計画法（昭和 25年法律第 205 号）第９条の規定に基づく国土交通大臣決定の計画 

※２：第６次社会資本整備重点計画（令和８年１月 16 日閣議決定）に基づき国土交通省及び農林水産省が策定する計画 

 

＜九州圏広域地方計画 関係資料＞ 

https://www.qsr.mlit.go.jp/suishin/03keikaku/02chihou_keikaku_00001.html 

・九州圏広域地方計画（本文）、概要版、パンフレット 

＜九州ブロックにおける社会資本整備重点計画 関係資料＞ 

 https://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/vision_jyuuten/index.html 

 ・九州ブロックにおける社会資本整備重点計画（本文）、概要 

※本日、大臣決定書の『手交セレモニー』を執り行います。【別紙】 

 《問い合わせ先》  

    九州地方整備局企画部広域計画課（九州圏広域地方計画推進室） 

  課長   松永
まつなが

 鉄
てつ

治
じ

  （内線：3211） 

    課長補佐 稲積
いなづみ

 みのり（内線：3212）  電話 092-476-3543 

本日、「九州圏広域地方計画※１」及び「九州ブロックにおける社会資本整備重点

計画※２」が決定されました。 

九州圏広域地方計画は、「第３次国土形成計画（全国計画）」（令和５年７月閣議

決定）を基本とし、九州圏の将来像や目標、その実現に向けた広域連携プロジェク

トをとりまとめたものです。 

また、九州ブロックにおける社会資本整備重点計画は、「第６次社会資本整備重

点計画（全国計画）」（令和８年１月閣議決定）に基づき、九州圏広域地方計画で示

す将来ビジョンの実現に向け、社会資本を重点的・効率的・効果的に整備するため

の具体的な計画を策定したものです。 

これらの計画は、国、地方公共団体、経済団体等から構成される九州圏広域地方

計画協議会等での検討・協議に加え、有識者からの意見、パブリックコメント等を

踏まえ、とりまとめたものです。 

今後、関係者が連携・協力し、両計画の推進に向けた取組を進めてまいります。 

 

https://www.qsr.mlit.go.jp/suishin/03keikaku/02chihou_keikaku_00001.html
https://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/vision_jyuuten/index.html

